
事 務 連 絡 

令 和 ７ 年 ８ 月 ５ 日 

   

 都道府県  

 各 指定都市 障害保健福祉主管部（局） 御中 

   中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

「就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業」の 

国庫補助協議（追加協議）について（依頼） 

 

平素より、障害者保健福祉行政の推進に御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

「就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業の国庫補助協議について（依頼）」（令

和７年４月 16日）により、国庫補助協議を行ったところですが、追加で国庫補助協議を実

施することといたしました。 

つきましては、別添を御参照の上、以下の提出期限までに計画書等の御提出をお願いい

たします。事業を実施しない場合も、その旨ご連絡をお願いいたします。 

 

 

提出期限：令和７年８月 29日（金）17時【厳守】 

提出先メールアドレス：syuurou@mhlw.go.jp 

 

 

   
【照会先】ＴＥＬ：03-5253-1111 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

就労支援係 堀江・原田・竹村（内線：3389、3044） 

E-mail： syuurou@mhlw.go.jp 

mailto:fukusa@mhlw.go.jp


 

「就労継続支援Ａ型事業所の経営改善モデル事業」 

（作業要領） 

 

１ 目的 

  直近の生産活動収支が赤字である就労継続支援Ａ型事業所に対して、生産設備の導入

に加え、指定権者である自治体との連携や経営改善に関する専門家等による各種分析・

業務開拓等を併せて実施することにより、赤字から黒字へ転換するノウハウを収集し、

横展開を図る。 
 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」という。）

とする。 

 

３ 基準額、対象経費、補助割合 

 

４ 執行方針 

実施要綱の内容に基づき、予算の範囲内で採択の可否を検討します。 

 

１ 区分 ２ 事業名 ３ 基準額 ４ 対象経費 ５ 補助率 

直接補助

事業 
就労継続支援Ａ

型事業所の経営

改善モデル事業 

 

経営改善モデル事業 

 

１施設又は事業所あたり

14,550千円 

モデル事業の実施に必要

な報酬、給料、職員手当等、

賃金、共済費、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、燃

料費、食料費、印刷製本費、

光熱水費、修繕料）、役務

費（通信運搬費、手数料、

保険料、広告料）、委託料、

使用料及び賃借料、備品購

入費、扶助費、負担金、補

助金、助成金、交付金 

 

  国 

  10 

  10 

 

 

間接補助

事業 
就労継続支援Ａ

型事業所の経営

改善モデル事業 

 

経営改善モデル事業 

 

１施設又は事業所あたり

14,550千円 

モデル事業の実施に必要

な報酬、給料、職員手当等、

賃金、共済費、報償費、旅

費、需用費（消耗品費、燃

料費、食料費、印刷製本費、

光熱水費、修繕料）、役務

費（通信運搬費、手数料、

保険料、広告料）、委託料、

使用料及び賃借料、備品購

入費、扶助費、負担金、補

助金、助成金、交付金 

 

  国 

  10 

  10 

 

 

別添 



 

５ 提出書類及び提出期限 

「02別紙１～３.xlsx」及び参考書類（パンフレット等及び見積書（原則２社以上））

を添付のうえ、令和７年８月 29日（金）17 時までに電子メールでご提出ください（締

切厳守）。 

事業を実施しない場合においても、その旨回答願います。 

提出先メールアドレス：syuurou@mhlw.go.jp 

 

 

 


